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求人・求職者のみなさまへ 

 

当社は、厚生労働大臣に届出を行っている職業紹介事業者（許可番号：27-ユ-300970）です。

職業安定法第３２条の１３、職業安定法施行規則第２４条の５に則り、以下の項目を明示し

ますので内容をご確認ください。 

 

取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲 

当社の取扱業務範囲は全職種です。（港湾運送業務、建設業務を除く） 

若者雇用促進法第 11 条によって、公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者

からの学校卒業見込者等であることを条件とした求人は取り扱いません。 

取扱地域は、国内・中国です。 

 

手数料に関する事項 

就職が決定した際の紹介手数料は、有料職業紹介の届出をした範囲内において求人者と合

意した金額とし、契約書または覚書等に定めるものとします。 

求職のみなさまから、手数料は一切頂きません。 

 

個人情報の取扱に関する事項 

当社に対してご自身の個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、

利用の停止または消去、第三者への提供の停止）に関して、当社「個人情報に関するお問合

わせ窓口」に申し出ることができます。その際、当社はご本人を確認させていただいたうえ

で、合理的な期間内に対応いたします。 

 

求人情報・求職者情報が正確・最新の内容でないことを確認したら、遅滞なく情報提供依頼

者に訂正があるかを確認するか、情報の提供を中止する。 

求人情報・求職者情報を定期的に収集・更新し、その頻度を明らかにする。 

 

苦情処理に関する事項 

苦情処理の責任者は、当社の職業紹介責任者です。苦情の申出があった場合は、職業安定機

関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理します。 

 

返戻金に関する事項 

以下の基準に応じて、返戻金制度を設けております。 

1 ヶ月未満の退職：手数料の 70% 

1 ヶ月以上 3 か月未満の退職：手数料の 50% 

3 ヶ月以上 6 か月未満の退職：手数料の 30% 

その他、ご不明の点がございましたら 06-6333-0980 までお問合せください。  
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